


（別添） 

                             

１．タール色素標準品 12 品目について、「国立医薬品食品衛生研究所標準品」から「別に

厚生労働大臣が定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が製造する標準品」に

改める。 

   食用赤色 2号標準品、食用赤色 3号標準品、食用赤色40号標準品、食用赤色 102号

標準品、食用赤色 104号標準品、食用赤色 105号標準品、食用赤色 106号標準品、

食用黄色 4号標準品、食用黄色 5号標準品、食用緑色 3号標準品、食用青色 1号標

準品、食用青色 2号標準品 

  

２．キシリトール標準品について、「食品添加物公定書標準品」から「別に厚生労働大臣が 

定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が製造する標準品」に改める。 

 

３．チアミン塩酸塩標準品、ニコチン酸アミド標準品及びリボフラビン標準品について、「国

立医薬品食品衛生研究所標準品」から「日本薬局方標準品」に改める。 

    




